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神経疾患診療ガイドラインの発行にあたって

　日本神経学会では，2001年に当時の柳澤信夫理事長の提唱に基づき，理事会で主要な神経
疾患について治療ガイドラインを作成することを決定し，2002年に「慢性頭痛」，「パーキン
ソン病」，「てんかん」，「筋萎縮性側索硬化症」，「痴呆性疾患」，「脳卒中」の 6疾患について
の「治療ガイドライン 2002」を発行しました．
　「治療ガイドライン 2002」の発行から時間が経過し，新しい知見も著しく増加したため，
2008年の理事会（葛原茂樹前代表理事）で改訂を行うことを決定し，「治療ガイドライン 2010」
では，「慢性頭痛」（2013年発行），「認知症」（2010年発行），「てんかん」（2010年発行），「多発
性硬化症」（2010年発行），「パーキンソン病」（2011年発行），「脳卒中」（2009年発行）の 6疾患
の治療ガイドライン作成委員会，および「遺伝子診断」（2009年発行）のガイドライン作成委
員会が発足しました．
　「治療ガイドライン 2010」の作成にあたっては，本学会としてすべての治療ガイドラインに
ついて一貫性のある作成委員会構成を行いました．利益相反に関して，このガイドライン作成
に携わる作成委員会委員は，「日本神経学会利益相反自己申告書」を代表理事に提出し，日本
神経学会による「利益相反状態についての承認」を得ました．また，代表理事のもとに統括委
員会を置き，その下に各治療ガイドライン作成委員会を設置しました．この改訂治療ガイドラ
インでは，パーキンソン病を除く全疾患について，他学会との合同委員会で作成されました．
　2009年から 2011年にかけて発行された治療ガイドラインは，代表的な神経疾患に関する
ものでした．しかしその他の神経疾患でも治療ガイドラインの必要性が高まり，2011年の理
事会で新たに 6神経疾患の診療ガイドライン（ギラン・バレー症候群・フィッシャー症候群，慢性
炎症性脱髄性多発根ニューロパチー・多巣性運動ニューロパチー，筋萎縮性側索硬化症，細菌性髄膜炎，

デュシェンヌ型筋ジストロフィー，重症筋無力症）を，診断・検査を含めた「診療ガイドライン」
として作成することが決定されました．これらは 2013～2014年に発行され，「ガイドライン
2013」として広く活用されています．
　今回のガイドライン改訂・作成は 2013年の理事会で，「遺伝子診断」（2009年発行），「てん
かん」（2010年発行），「認知症疾患」（2010年発行），「多発性硬化症」（2010年発行），「パーキン
ソン病」（2011年発行）の改訂，「単純ヘルペス脳炎」と「ジストニア」の作成，2014年の理
事会で「脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン」の作成が承認されたのを受けたも
のです．
　これらのガイドライン改訂は従来同様，根拠に基づく医療（evidence based medicine：EBM）の

考え方に従い，「Minds診療ガイドライン作成の手引き」2007年版，および 2014年版が作成
に利用できたものに関しては 2014年版に準拠して作成されました（2014年版準拠は多発性硬化

症・視神経脊髄炎，パーキンソン病，てんかんの診療ガイドラインなど）．2014年版では患者やメ
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ディカルスタッフもクリニカルクエスチョン作成に参加する GRADEシステムの導入を推奨
しており，GRADEシステムは新しいガイドラインの一部にも導入されています．
　診療ガイドラインは，臨床医が適切かつ妥当な診療を行うための臨床的判断を支援する目的
で，現時点の医学的知見に基づいて作成されたものです．個々の患者さんの診療はすべての臨
床データをもとに，主治医によって個別の決定がなされるべきものであり，診療ガイドライン
は医師の裁量を拘束するものではありません．診療ガイドラインはすべての患者に適応される
性質のものではなく，患者さんの状態を正確に把握したうえで，それぞれの治療の現場で参考
にされるために作成されたものです．
　神経疾患の治療も日進月歩で発展しており，診療ガイドラインは今後も定期的な改訂が必要
となります．新しい診療ガイドラインが，学会員の皆様の日常診療の一助になることを心から
願いますとともに，次期改訂に向けて，診療ガイドラインをさらによいものにするためのご評
価，ご意見をお待ちしております．
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